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1 . はじめに

カナダやオーストラリアなどの国々には、「先

住民 (IndigenousPeople)」や「先住民族 (Indigenous

Peoples)」と呼ばれたり、自称したりする人々が

いる。国連の先住民間題常設フォーラム (United

Nations Pennanent Forum) によると世界における

その総人口数は、約 3位7千万人であり、 70か国

に住んでいると言う l)。先住民や先住民族と言う

概念は、土地権や人権などの諸権利の保降と関係

するきわめて政治的な用語であり、歴史的に作り

出られてきた。言い換えれば、先住民や先住民族

はある歴史的な条件下で出現したもしくは創り出

された人々や集団である。では、先住民や先住民

族とは何か。

「先住民」という概念は、国家の中で特別な条

件を有する個人や人々を指す言菜として1980年代

から盛んに使用されるようになった（窪田 2009:

1)。しかしながら、先住民の実態が多様であるた

めに、先住民を定義することは極めて難しい。ま

た、国連も先住民自身が先住民とは誰かを自己決

定することを尊重するため、一律の定義を公式に

表明することができない状態にある。

本多俊和（スチュアートヘンリ）によれば、特

定の国家の中で特定の集団に属する人々が「先住

民」として認知される条件は、それらの人々の先

住性（植民者より先に住んでいること）、政治的

被支配性（歴史的な経緯を経て、国家の中で政

治的少数派であること）、歴史的連続性（歴史的

に見て社会・文化的に継続性が認められること）、

集団としての自己認識（特定の集団への帰属アイ

デンテイティ）の保持であると指摘している（ス

チュアート 2004;2009: 18-19)。この考え方に基

づけば、先住民とは、特定の国家や地域に他の人々
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が移動してくる以前から住んでいたが、後続の移

住者の増加によって国家の中で政治経済的少数派

となり、政治的に支配されている、社会・文化的

な歴史的連続性と特定の集団意識への帰属を持つ

人もしくは人々を意味する。日本のアイヌ人やカ

ナダのハイダ人は先住民の典型例である。

一方、「先住民族」は、先住民の集団を意味する。

国際法では、民族は政治的に独立し、自決できる

単位であると考えられている。先住民の人々は、

自ら自決権を持つ主体であることを主張してきた

ため、先住民族と呼ばれることを求めてきた（小

坂田 2017:3)。一方、国家によっては先住権や独

立権をもつ先住民族と言う用語の使用を避け、少

数民族と呼ぶ場合や、国家が特定の集団を先住民

であることは認めるが国家からの独立を前提とせ

ずに先住民族と呼ぶ場合などがある。本論文は政

治学分野ではなく文化人類学分野の論文であるた

め、欧米人らが到来する以前から特定の地域に住

んでいる政治経済的少数派の個人や人々を先住民

と呼び、先住民の集団を指す場合には先住民族と

呼ぶことにする。

現代の日本やカナダにおいて、アイヌ人やハイ

ダ人らの先住民はそれぞれの国家における歴史的

な経緯により政治・経済的少数者となったために、

政治・ 経済・文化・社会・健康などに関する困難

な諸問題に直面していることが多い。これらの問

題の改善や解決は、各国の課題であるのみならず、

現代世界のグローバルな課題のひとつである。

文化人類学はこれまで世界各地の諸民族の文化

や社会を研究してきたが、世界各地で先住民の政

治的存在感が増し、政治・社会的に注目されるよ

うになるに従い、先住民研究もその研究分野の

ひとつを構成するようになった。本論文の目的は、
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文化人類学分野を中心に先住民研究がどのように

出現し、いかに変化してきたかを跡付けるととも

に、その将来について考察することである。

本論文では、先住民の歴史と現状の概略を述べ

た後、先住民研究の内容と方法の変化について紹

介する。その上で、今後の先住民研究の在り方に

ついて検討を加える。「先住民」は、世界の変化

に伴って出現し、変化してきた。そして先住民に

関する研究の内容や方法は、彼ら／彼女らの歴史

的変化に連動しながら、変化してきたことを提示

する。

2. 先住民と先住民問題の歴史的生成

先住民の生成は、特に16世紀の大航海時代以降

の西欧社会の世界進出とその後の植民国家の形成

と深く関わっている。北アメリカ地域や南アメリ

カ地域、オセアニア地域などで生活を送っていた

多様な現地の人々は、西洋人との接触、その後の

植民地化、国家の形成およびその国家への強制的

統合を体験した。大半の人々は、ヨーロッパ人

による植民地化とその後のヨーロッパ人を主流派

とする国家形成の過程の中で支配され、抑圧され、

文明化の拡大のもとで「消え去る人々」と考えら

れてきた。

一方、ヨーロッパ人らがもたらした伝染病、過

酷な政治支配や経済的搾取によって多数の人々ゃ

人間集団が消滅させられたり、消滅の危機に陥っ

たりしたものの、カナダやアメリカ、オーストラ

リア、ニュージーランドなどにおいては20世紀後

半以降人口数や独自の文化は復興を遂げつつあり、

政治的自律化の道を歩みつつある。植民国家の形

成との関連で先住民社会の歴史を第 3者的な視点

から整理すると、大まかな歴史の流れは自律期→

接触期（共存期）→ （被）植民化期→（被）同化

期→再自律化期として把握することができる（ス

チュアート 2004,2009) ii。

先住民は、ヨーロッパ人やロシア人、渓人、和

人らによる特定の土地への植民・植民地化の過程

で生み出されてきた歴史的被害者という側面を持

つ。例えば、カナダではヨーロッパ人が移住し、

国家を形成する過程において、伝染病による先住

民人口の減少や、キリスト教化や寄宿学校制度を

含む同化教育などにより伝統文化の崩壊や母語の

喪失が引き起こされたとともに、「インディアン

法」など法律によって伝統的な文化・経済活動が

禁止されたり、大きな制限が課せられたりした。

第 2次世界大戦以降、特に1950年代以降の先住

民運動や文化復興運動の盛り上がりによって国家

（ないしは主流社会）と先住民との政治的関係は

大きく改善されてきた:n(年表 1)。

1970年代になるとアメリカやカナダ、オースト

ラリア、ニュージーランド、北欧（ノルウェー、

スウェーデン、フィンランドなど）において先住

民が権利獲得運動をより積極的に展開し、それぞ

れの国家において先住民間題は対処すべき国家的

課題となった。グローバル化が進み1980年代に

なると先住民間題はそれぞれの国家の問題であ

ることに加えて、国連や国際間発NGO・NPOが

世界各地の先住民間題を国際問題として取り上げ

るようになった。そして1990年代末には国際開

発NGO・NPOからの助言や協力のもとで先住性

の確定が難しいアフリカのサンのような狩猟採集

民も「先住民」と名乗り（名付けられ）、先住民

の本来持つことができる諸権利の実現に向けた

政治・社会運動に参加するようになった.¥)(池谷

2012; 太田 2010;窪田 2009;栗本2009;消水 2012;

宮脇 2008;丸山 2009)。このため、先住民間題は、

国家と先住民との関係から先住民と国際社会・国

家との関係をも含む問題へと変貌を遂げた。 J.ク

リフォードは、 1980年代から1990年代にかけてグ

ローバルに広がる「先住民の現前」が感じ取られ

たと述ぺている（クリフォード 2020:18)。この

ような国際的政治・社会俯勢の変化にともない、

名称もnativepeopleからindigenouspeople、aborig-

inal peopleやfirstpeopleなどへと変化した（内堀

2009; 窪田 2009;スチュアート2009;高倉 2009)。

なお、これらの名称は微妙に異なる意味を含んで

おり、日本語に翻訳することはきわめて難しい（詳

しくは、内堀 2009を参照されたい）。

この半世紀の間に各国で先住民間題の解決や改

善が試みられてきたが、多くの間題が未解決のま

まである。例えば、カナダに住む多様な先住民は、

カナダの先住マイノリィティとして、政治問題（脱

植民地化および政治的問題解決のためのランド・
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クレームや造骨・文化財返還間題）、経済問題（失

業や貧困）、社会問題（アルコール・薬物依存）、

文化間題（母語やアイデンテイティの継承）、健

康・保健問題（平均余命の低さ・健康被害）、環境

間題（気候変動・環境汚染）、教育問題（学業の

達成度の低さや高いドロップ・アウト率）などに

直面している 5)。これらの諸問題を改善するもし

くは解決することは重要な国家的かつ国際的な課

題のひとつである。

3. 先住民研究の変化ー北西海岸先住民に関する

ハイダ研究を事例として

本節では、カナダのブリティッシュ・コロンビ

ア州北西部島嶼部およびアメリカのアラスカ州南

束部を主な居住領域としてきた北西海岸先住民ハ

イダ民族に関する研究事例を用いて、先住民研究

の変化について紹介したい。筆者は、 20世紀初頭

頃から2020年頃までに出版されたハイダ民族に関

する研究のレビューを行い、その研究動向の把握

を試みた（岸上 2022)。ここでは、その成果に基

づいて、ハイダ研究の変化を (1) 民族誌研究の

時期、 (2) 社会・文化変容研究の時期そして (3)

1980年代以降の研究に分けて、紹介する。

3.1民族誌研究の時期

ジョン.H・スワントン (JohnH. Swanton) は、

20世紀初頭の1900年9月から1901年 8月にかけて

ジェサップ北太平洋調査プロジェクトの一員とし

てハイダ・グワイで現地調査を行った研究成果の

ひとつとして民族誌『Contributionsto the Ethnolo-

gy of the Haida』(1905a) を出版した。また、彼は、

ハイダ人の暦 (Swanton1903)、クラン制度や秘

密結社のような社会組織 (Swanton1904)、神話

(Swanton 1905b) などについて論文を出版してい

る。

1930年代初めにはジョージ・ピーター・マードッ

ク (GeorgePeter Murdock) がハイダ・グワイの

マセットとスキドゲイト，アラスカのハイダバー

グで調査を行い、親族関係・親族名称やポトラッ

チ儀礼、ランクに関する基礎的な研究を発表した。

彼はポトラッチ儀礼の実施がクラン内における社

会的ランクや政治的地位とどのように関係してい

るのかについて詳細に説明している。また．親族

関係に基づく儀礼の組織化と実施などの行動規範

についても報告している (Murdock1934a; 1934b; 

1936)。

その後、 1970年頃までトーテムポールやポト

ラッチなどをテーマとしたハイダ民族の伝統文化

に関する研究が行われた（例えば、 Barbeau1950; 

Rosman and Rubel 1971など）。この時期のハイダ

研究の主流は、文化人類学・民族学研究であった。

中心的な調査方法は、研究者が現地の先住民を調

査対象としてインタピュー調査や参与観察を行う

ことであった。

3.2社会・文化変容研究の時期

1960年代から1970年代にかけてアメリカの人

類学界では、第 2次世界大戦後に世界各地で起

こった社会や文化の変化を「文化変容 (cultural

acculturation)」として研究することが盛んになっ

た。ハイダ民族に関する研究も例外でなく、文化

人類学者はハイダ・グワイでのポトラッチ儀礼や

葬儀、社会組織の連続性と変化に関する調査を文

化変容の視点から実施した。その代表的な研究者

は、ハイダ・グワイのマセット居留地 (Massett

Reserve) で調査を行ったマーガレット・ブラッ

クマン (MargaretBlackman) とメリー・スターン

ズ (Mm-yStearns) という 2人の女性人類学者で

あった。

ブラックマン(Blackman1973)は、葬儀に関連

して宣教師の奨励によってハイダ人が縞柱（トー

テムポールの一種）ではなく、藻石を立てるよう

になったことを先住民の視点から検討した。また、

19世紀から20世紀にかけての北西海岸諸文化にお

けるアートや建築物、儀礼を検討し、文化変容は

否定的な変化のプロセスではなく、文化を構築

するプロセスであると主張した (Blackman1976)。

さらに、彼女は、ハイダ社会では本来、ポトラッ

チ儀礼は祝宴とは区別されていたが、祝宴はポト

ラッチ儀礼の一部であると考えられるようになっ

たと指摘している (Blackman1977)。このような

変化は、ハイダ人とヨーロッパ系カナダ人との相

互交流・変容の結果として起こったと考えられる。

一方，スターンズ (Stearns1977) は、親族関

-15-



人文論究第92号

係の変化がマセット居留地のハイダ人の儀礼に及

ぽした諸影署を調査した。絡石を立てることを事

例として、ハイダ人がランク（身分）と親族に関

係する伝統的義務を股行するために、どのように

儀礼関係を再組織化したかを民族誌的に描き出し

た。同一クラン内の家族・親族が現金や物品を主

催者に提供し、支援することや一方の半族による

儀礼サービスに対する支払いを分析することに

よって儀礼の準備と実施において歴史的連続性が

見られることを明らかにした。マセット居留地の

ハイダ人の見解によると、ポトラッチ儀礼の競争

性は、コミュニティ全体の協力へと変化したと言

う。ポトラッチ儀礼では母系集団と双系集団の両

方が動員されるようになったが、役割分担や寄付

においては半族制度がいまだに重要な役割を果た

していることを検証した。

この時期の研究の中心的なテーマは、文化変容

であり、おもに文化人類学者によって実施され、

ハイダ人と主流社会との接触・交流に起因するハ

イダ文化の変化に加えて、文化・社会的連続性の

解明が試みられた。中心的な調査方法は、 1960年

代以前と同様に研究者が現地のハイダ人を調査対

象としてインタピュー調査や参与観察を行うこと

であった。

3.3 1980年代以降の研究：国家の中のマイノリィ

ティの問題の解決を志向

1951年にカナダのインディアン法の改正が行わ

れたことにより、 1884年に制定され、 1885年から

施行されていたポトラッチ儀礼の禁止が解除され

た。このため、カナダの北西悔岸先住民の間では

1950年代から伝統文化と言語の復興活動が積極的

に推し進められてきた。また、 1970年代からカナ

ダ政府は先住民政策を大きく変更し、条約を締結

していない先住民や条約を締結していても約束が

股行されていない先住民と諸権利について話し合

いを行い、それに基づき協定を取り結び、実現を

目指すようになった。さらに、カナダ先住民が直

面している政治問題、経済問題、社会問題、文

化問題や健康・保健問題を改善・解決させようと

する動きが国家側からも先住民側からも出てきた。

このようなカナダにおける先住民をめぐる社会的

変化を背屎に1980年代になるとハイダ研究にも大

きな変化が見られた。

ここでは1980年代以降の研究動向を要約するに

とどめたい。なお、関連文献数が多数にのぽるた

め引用の提示は割愛する。詳しくは別稿（岸上

2022)をお読み頂きたい。

(1) ハイダ民族はこれまでカナダ政府らとは土

地譲渡条約を結んでおらず、現在、土地権につい

てカナダ政府とブリティッシュ・コロンビア州政

府と交渉中である。また、森林保殿の関連で1988

年にはハイダ・グワイの南部地域にグワイ・ハー

ナス国立公園が設附された。さらに、近年、 1885

年から1950年頃までに島外に持ち出された辿骨や

文化財のハイダ民族への返還が行われるようなっ

た。この動きに連動して、政治問題として、ハイ

ダ民族に関わる先住権や脱植民地化＝政治的問題

解決のためのランド・クレーム、自治に関する研

究、グワイ・ハーナス国立公園の共同管理に関す

る研究、追骨・文化財返還 (repatriation) を取り

扱う研究が増加した。これらの研究では、政治学

者や法学者、文化人類学者が中心的な役割を果た

している。

(2)ハイダ・グワイでは、商業目的の森林伐採

や近海での商業樵業によって森林資源やサケやニ

シンの水産資源の減少が大きな問題となっていた。

このため、森林資源や水産資源の保全や持続可能

な利用に関して生物学者、環境学者、水産学者、

経済学者、法学者、政治学者などが協働する学際

的研究が実施されるようになった。観光学者や経

済学者、文化人類学は、地元経済の振興のために

観光産業やアート産業の育成に関する研究を行っ

た。

(3) 社会問題として教育問題やハイダ・グワイ

から都市への移住に伴う生活上の間題などを取り

扱う教育学者や社会福祉学者らによる研究が増加

した。

(4) 文化間題としてアイデンテイティの継承、

言語の復興・保全間題，伝統文化の継承について

ハイダ人と文化人類学者、言語学者らとの協働研

究が行われた。

(5) 健康・保健間題として糖尿病や肥満などの

健康問題やウェルビーイング (well-being) の間
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題について底学者や健康科学者による研究が増加

した。

(6)環境問題として気候変動の諸影孵や環境汚

染、環境保全・保殺に関する環境学者や生物学者、

気候学者らによる学際的研究が増加した。

国内外の社会的な動きがハイダ民族に関する研

究に影孵し、研究分野の多様化や学際化が見られ

た。もうひとつの大きな動きは、調査者と先住民

との関係の変化である。 1980年代以前には調査者

が先住民を対象として研究するという方法が中心

的であったが、 1980年代以降は地元の先住民がハ

イダ・グワイで実施される調査に積極的に参加す

ることや介入することが多くなり、外部の研究者

と地元の先住民との協働に基づく超学際研究が増

加した。

3.4ハイダ民族に関する研究動向について

カナダの先住民族のひとつであるハイダ民族に

関する研究動向を整理すれば、下記のようになる。

(1) ハイダ民族に関する研究はこの100年の間

に、民族誌的研究から現代の諸間題の解決を志向

する研究へと変化してきた。かつての中心的な

テーマであった家族や親族、神話等はあまり研究

されなくなっている。その一方で、ハイダ人が直

面している自然資源の管理やハイダ語の復興・維

持、教育、観光などに係わる諸問題の解決に寄与

する応用的・実践的研究が増加している。

(2) ハイダ研究では文化人類学者・民族学者が

中心的な役割を果たしたが、カナダ内外の社会的

な動きと連動して、研究テーマが多様化し、文

化人類学・民族学以外の学術分野の研究が増加す

るとともに、学際的研究や超学際研究が増加した。

現在では研究テーマの多様化に連動して文化人類

学者中心から、政治学、法学、言語学、生態学、

博物館研究、アート研究、観光学、教育学、考古

学、生物学などの多様な分野の研究者が加わった。

また、貴源・ 環境管理の分野などでは，政治学者、

法学者、文化人類学者、生態学者、生物学者、地

元の先住民らが参加する学際的共同研究や超学際

研究が実施されている。

(3) 21世紀前後から先住民が積極的に調査研究

に関与することや協働参画することが増加し始め

た。さらに、ハイダ民族に関する学術的調査を実

施するには、ハイダ・ネーション (HaidaNation) 

政府やハイダ民族関連機関・団体等から調査許可

（承認）を得ることが必要となった。

(4) 地元のハイダ人が研究の実施主体や組織者

となることも多くなった。

4. 先住民研究における変化、現状と将来

本論文では、カナダ先住民ハイダ民族に関する

研究の動向を事例として、先住民研究の変化を見

てきた。ハイダ民族の研究動向で注目すべき点は、

先住民研究の多様化・学際化・超学際化や応用的

研究の増加の中で、調査研究において当事者であ

る先住民が果たす立場と役割が変化してきたこと

である。筆者はハイダ民族に関する研究動向は、

他の北アメリカの先住諸民族に関する研究に当て

はまると考えているが、カナダはオーストラリア

やニュージーランド、アメリカらとともに先住民

関連の先進国であり、この研究動向が世界各国の

すべての先住民研究に当てはまるとは考えること

はできない。しかしながら、先住民研究の将来を

考える上でカナダの事例の検討は有益であると考

える。次にグローバルな視点から先住民研究の変

化を紹介したい。

4.1先住民研究の変化

1980年頃までは大半の研究者は彼ら／彼女らの

好奇心や探求心に拮づいて世界各地の農耕民や狩

猟採集民を調査研究していた。これらの調査研究

では調査する側（研究者）と調査される側（先住

民ら）に明確に分かれる調査形態が主流であった。

また、調査対象となるグループは、狩猟採集民

や農耕民、特定の民族として研究することが大半

であり、先住民として研究することは比較的少な

かった。すなわち、狩猟採集民としてのイヌイッ

ト研究やイヌイット文化の研究であったものが、

1980年前後から先住民としてのイヌイットを研究

するように力点が変化しはじめた。また、アフリ

カの狩猟採集民として研究されていたサンも1990

年代末ごろからボツワナの先住民として研究され

ることが多くなった。そして1990年前後から北ア

メリカでは「先住民研究」 (nativestudies, aboriginal 
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studies, indigenous studies) という分野が出現した。

さらにカナダや米国などの大学に先住民研究学部

(Department of Indigenous Studiesや Departmentof 

Native American Studies) が創設された。オースト

ラリアやニュージーランドでも同様な傾向が見ら

れたが、若干状況が異なっていた。神戸大学の土

井冬樹氏によるとニュージーランドにできた「マ

オリ学」や「マオリ学部」は、それぞれ非マオリ

を排し、マオリ研究者を育成する学問や機関で

あったと言う。一方、アメリカやカナダの先住民

学部は、先住民出自の学生の教育や研究者育成に

最大の力点が骰かれたものの、非先住民の学生を

必ずしも排除するものではなかった。

当初は、研究者が調査を行い、問題解決につい

て政府や先住民グループに提言を行う「研究者に

よる協力調査・提言型研究」が主流であったが、

1980年代以降は徐々に研究者と先住民グループが

連携して調査を行い、その成果を問題解決のため

に活用するという「研究者と先住民による協働型

研究」が増加し始めた。また、 1990年代以降にな

ると先住民グループが主導する研究が増加し、彼

ら／彼女ら自身が調査される側から調査する側も

しくは調査に協働研究者として参加する側に変化

した。

4.2 Indigenous Methodologiesの台頭

1980年代後半には、カナダやアメリカ、オース

トラリア、ニュージーランドの先住民が非先住

民研究者による先住民研究の従来の方法に批判

的になり、先住民族出身の研究者が「Indigenous

(Research) Methodologies」などを提案するよう

になった (Absolon2011; Dawes, 8., K. Fitz, and S. 

N. Meter eds. 2015; Denzin, Lincoln, and Smith eds. 

2008; Kovach 2009; Smith 1999; Wilson 2001)。In-

digenous Methodologies (先住民の方法論）とは、

複数形で表現されているように、ひとつではない

(Kovack 2009: 20-21)。従って、その定義を単純

に一般化することは難しい。ある研究者はすべて

を関係するもの (allour relations) として把握す

る見方を強調するし、別の研究者はある社会・文

化現象を研究する場合にそれに関わっている先住

民族の世界観の視点から理解することを強調する。

なお、 IndigenousMethodologiesの使用は、先住民

研究者に限定されてはいない点を補足しておきた

し)" 

ここで、 IndigenousMethodologiesとは何かにつ

いて、代表的な研究者の考え方を紹介しておきた

し)0

4.2.1 s. ウィルソン (Wilson) の考え

S. ウィルソンは、「知識は関係的であり (rela-

tional)、すべての創造物の間で共有・共同利用さ

れている。そしてそれ故に所有されたり、発見さ

れたりするはずがない。先住民のパラダイムは、

この根本的な信念に由来している。先住民の調査

方法は、それらが暗示する信念や義務を反映する

べきである。先住民の調査方法論とは、 relational

accountabilityについて語ることを意味する。あな

たが調査している時、あなたはすべての関係あ

る存在を取り扱っているのである」 (Wilson2001: 

177) と述べている。

4.2.2 K. E. アプソロン (Absolon) の考え

K. E. アプソロンは、先住民の方法論は先住民

のパラダイムや世界観、原理（原則）、プロセス

や脈絡によって尊かれていると考えている。そし

てその方法論は、全体論的、関係的で、先住民の

哲学や信念、生活様式と相互に関係し、相互依存

的であると指摘している (Absalon2011)。

4.2.3 L. T. スミス (Smith) の考え

L.T. スミスの著書『諸方法論を脱植民地化す

る一調査と先住諸民族』 (Smith1999)は、先住民

研究を脱植民地化させるためにIndigenousMeth-

odologiesを提唱する先駆的著作として言及される

ことが多い。彼女は、 IndigenousMethodologiesは

調査の諸課題が概念化され、デザインされる脈絡

にとりわけ関係していること、そして調査に参加

した人々と彼らのコミュニティヘの調査の影孵

にも関係している点を強調している (Smith2012: 

ix)。
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4.2.4 N. K. デンジン(Denzin)とY.S. リンカーン

(Lincoln 2008)の考え

デンジンとリンカーンは、『批判的および先住

民の諸方法論のハンドプック』 (Denzin,Lincoln 

and Smith eds. 2008) の「序文」で、批判的理論

家と先住民出自の研究者、先住諸民族の間で対

話が必要であることを強調した上で、「indigenous

methodologyは、先住諸民族の諸伝統と諸知識に

由来する諸技法と諸方法を用いて先住諸民族によ

る、先住諸民族のための調査であると定義する

ことができる」と述べている (Denzinand Lincoln 

2008: X)。彼らは、批判的方法と先住民の方法を

組み合わせて使用することで、ポストコロニアル

の不正義の状況の中で生きている抑圧され、植民

地化された先住民の間題を調査研究できると考え

ている。

4.2.5現代の人文学＊社会科学の方法論と

Indigenous Methodologies 

ここで見てきた 4つの事例に共通しているのは、

先住民について欧米流の方法で調査するのではな

く、先住民の認識や視点、世界観に基づく方法で

調査研究を行うことの必要性を主張していること

であり、先住民研究の脱植民地化を目指している

点である。

現代の人文学・社会科学の方法論とIndigenous

methodologiesをあえて対比して提示すれば、次の

図表 1のように要約することができる。補足であ

基盤

現代の人文学・社会 西洋思想ないしは西

科学の方法論 洋社会の世界観

Indigenous 先住民族の（諸）世

methodologies (先住 界観

民の方法論）

るが、 Indigenousmethodologiesは、脱コロニアリ

ズムを志向するが、人権などの権利保障や先住

民運動的な要素とも深く関係している (Lightfoot

2018)。

筆者の力鼠ではIndigenousMethodologiesが学術

的にどれほど有効で重要であるかを評価すること

は困難であるが、先住民を一方的に研究対象とし

てのみ取り扱うこれまでの植民地主義的色彩の強

い先住民研究の在り方を自省し、当事者である先

住民の人々との協働調査研究や先住民自身による

先住民研究も推進すべき点は研究倫理の観点から

も当然のことと考えられる。

4.3カナダと日本における先住民研究の現状と将来

カナダ・アルバータ州のカルガリー大学で現

地の先住民のための治癒プログラム (healingpro-

gram)に支援者として参加している心理学者の和

田花織は、次のような例をあげた。ある先住民族

の高い自殺率を低下させようとする時、西洋型の

心理学では「ある個人がうつ病にかかっているの

で、薬を用いれば緩和ないしは治癒できる」と考

える。一方、先住民的な方法論に基づくと「～先

住民族の若者は魂を蒋われたので精神的におかし

くなっている。したがって治癒するための儀礼を

行うべきだ」などと考える（村上・和田 2022)。

カナダ・サスカチュワン州にあるサスカチュワ

ン大学の人類学者デービッド・ナッチャー (David

Natcher)は、先住民的な方法論の特徴は、プロジェ

力点 特徴ないしは傾向

独立した個人 Post-colonialism 

and/or 

Neo-colonialism (ポ

スト植民地主義と無

意識のうちの新植民

地主義）

すべてが相互に関係 De-colonialism 

しあっている点（関 （脱植民地主義）

係性）

図表 1 現代の人文学・社会科学の方法論と Indigenousmethod ol og i esの対比
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クトの最初から終わりまで、先住民族出身の研究

者や先住民の人々、先住民団体が参画し、彼らの

体験や知識を反映させながら知識を共同で生み出

すことであると言う (Natcher2022)。

なお、和田やデービッド・ナッチャーによる

と、カナダでは先住民関連の研究のための研究費

をSSHRC (Social Sciences and Humanities Research 

Council) 等の公的機関に応募する時には、先住

民の世界観などに基づく IndigenousMethodologies 

（先住民の方法論）を取り入れないと資金獲得が

難しくなってきていると言う（村上・和田 2022;

Natcher 2022)。

世界各国における先住民研究は、研究形態や志

向にも変化が見られる。以前は、研究者が自らの

関心に基づき研究プロジェクトを実施することが

多かったが、批界各地で先住民が直面している

諸問題の解決や改善を目指す実践的・学際的な研

究が増加してきた。また、国家や国際レベルで先

住民としての権利が承認ないし認知されるに従い、

調査を実施する上で非先住民の研究者と先住民と

の間の権力性や不対等性が問題視されるように

なった。

このような変化の中で調査者と先住民による協

働型調査プロジェクトや先住民主尊型研究プロ

ジェクトが増加してきた。「伝統的な」民族誌的

研究から先住民自身が参加する現代の諸間題の解

決を志向する実践的研究へという大きな変化とし

て把握することができる。この傾向は、地域差が

あるものの、カナダやアメリカ、オーストラリア、

ニュージーランド、ノルウェー、フィンランドな

どでは特に顕在化している。また、日本において

も先住民自身による自文化研究や歴史認識の枠組

みの再考が実施されるようになった（例えば、石

原 2020;石原編 2021)。

上述の社会・研究動向の中で、先住民研究にお

ける知識の生産はどうあるべきかは、大きな問題

である。特に、先住民の声やニーズと研究者の知

的好奇心や専門性とをどのように折り合いをつけ

るかが重要な課題である。この問題を乗り越える

ためのひとつの方法は、研究者が先住民の人々と

知識を共創するやり方を模索することであると考

える。

筆者は、先住民研究において知識を共創する

ための方法のひとつとして国立民族学博物館が

推進しているフォーラム型調査研究 (fonnntype 

approach) や総合地球環橙学研究所が推進してい

る超学際的調査研究 (transdisciplinary approach) 

の有効性を強調したい。これまでの人類学研究の

関係者は、調査者（主体）、被調査者（客体）、そ

の結果を読む人々／利用する人々というおもに 3

つの独立したカテゴリーに属する人々から構成さ

れていた。フォーラム型（協働）アプローチで

は、これら 3つのカテゴリーの人々が対話（相互

の意見交換）を通して新たな知を創成することを

めざす (j) (岸上 2016;2017: 93-94)。現在、国立民

族学t翡物館の研究に関する基本方針のひとつであ

る（吉田・卯田 2021)。一方、超学際的研究とは、

地域社会における問題解決のために多分野の調査

者とステークホルダーである現地の人々や行政、

企業などが協働し、現地調査や検討を行う研究で

ある。それは総合地球環境学研究所の研究方針の

特徴のひとつである］なお、これら 2機関他が

構成する人間文化研究機構では、人文知の社会的

共創の推進を第4期中期目標・中期計画のひとつ

に挙げている。

5. 結語

5.1 「先住民」概念の生成と先住民研究の動向

特に16世紀の大航洵時代以降の人類史では、先

住民はヨーロッパ人らによる世界各地での植民地

化や近代国家形成の過程で文明化されるべき人々

や消滅するだろう人々とみなされ、ヨーロッパ人

らの植民地主義的統治政策や同化政策によって多

くの切実な問題を抱える歴史的被宮者となった。

このため、 20世紀後半になると北アメリカやオー

ストラリア、ニュージーランド、スカンジナビア

諸国などでは、先住民問題は、国内間題であるの

みならず、国際問題として取り上げられるように

なった。国連や国家、国際開発NGO/NPOは世界

各地の先住民の政治• 生活状況の改善を緊急課題

と考え、さまざまな対策を取ってきた。しかしな

がら21世紀に入っても世界各地の多くの先住民は

多くの国家の中で植民地主義の負の追産を背負い

ながら政治経済的少数者として生活を営んでいる。
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このような先住民をめぐる歴史的脈絡の中で先

住民研究は20世紀後半以降変化を遂げてきた。そ

の変化は、下記の通りである。

(1) これまで狩猟採集民として研究されてきた

イヌィットやオーストラリア先住民らはそれぞれ

が取り込まれた国家の先住民として研究されるこ

とが多くなった。

(2) 20世紀後半以前には研究者が、現在「先住

民」と呼ばれている人々を一方的に研究すること

が多かったが、脱植民地化や社会経済開発のため

の協力研究が増加し、 21世紀初頭前後からは先住

民との協働研究や先住民自身が主蒋する調査の数

が増加している。

(3) 1980年代以前は研究者の好奇心・探求心に

基づく研究が多かったが、 1980年代頃から社会的

要諮に拮づく問題解決志向型研究が増加した。こ

の変化に対応して、学際的調査研究や超学際的調

査研究が増加した。

(4) 調査研究プロジェクトにおける研究者と先

住民の役割も徐々に変化してきた。北アメリカで

は先住民が、この半世紀のうちに調査される者か

ら調査協力者、協働研究者、研究を主尊ないしは

共同管理する者へと変化してきた一方、研究者は

調査する者から、共同・協働研究者、研究の共同

主尊者や共同管理者へと変化してきた。

(5)研究のやり方としては、 1980年代以降、先

住民研究の脱植民主義化が図られ、 Indigenous

methodologiesの使用が強調されるようになってき

た。

5.2先住民研究の展望

今後、先住民研究は、先住民と非先住民研究者

との協働研究や先住民研究者主樽の研究が主流と

なっていくことが予想される。調査方法について

も、 Indigenousmethodologiesを用いることが多く

なると考えられる。筆者は、この動向を認めた上

で、先住民研究について意見を述べたい。

世界は急激に変化を遂げている。特に経済や文

化のクローバル化の進展により地球規模で多様な

アクターが無数のネットワークで相互に結びつい

ている。このため、現代社会では、私のことはあ

なたに関係することであり、あなたのことは私に

関係することであると言っても過言ではない。例

えば、アラスカ先住民による伝統捕鯨の存続や北

極海の自然環脱は、アラスカ近海の石油・天然ガ

ス開発事業の展開によって危うくされる可能性が

ある一方、同自然資源の間発は日本や米国本土へ

のエネルギー供給の安定化をもたらす可能性があ

る（岸上 2014;Kishigami 2010)。このようにアラ

スカ先住民と日本人、本土のアメリカ人はアラス

力近悔の石油・天然ガス開発事業を介して間接的

につながり、自然資源開発や地球環境の保全のよ

うな共通の問題に関わっているのである。このよ

うな状況は、特定の場所で現地調査を行うこと

を基本とし 8)、多様な立場と視点および比較と相

対化を重視してきた文化人類学分野における先住

民研究にも大きな影懇限を生み出してきた。変化を

続ける現代世界の脈絡の中で世界各地の多様な先

住民間題を理解し、改善・解決に寄与し、将来を

構想するためには、従来の研究方法では限界があ

るため、フォーラム型アプローチや超学際的アプ

ローチを実践することが必要であると主張する。

（付記）

本論文は、 2022年 6月5日に開催された日本文化

人類学会第56回大会（明治大学）で口頭発表した

「先住民研究の課題および調査方法の変化と展望

ー北米北西海岸先住民研究を中心に」に拮づいて

いる。コメントや質間をされた方々に感謝する次

第である。なお、本論文は、 2022年度科学研究費・

拮盤研究 (A) 「北米アラスカ疇北西洵岸地域に

おける先住民文化の生成と現状、未来に関する比

較研究」 (JP19H00565)の研究成果の一部である。

恵泉女学園大学の永井文也氏と神戸大学の土井冬

樹氏から草稿に対してご批判やコメントを頂戴し

た。すべてに対応することはできなかったが、部

分的な加筆修正を行った。記して感謝の微意を表

す次第である。
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年表 1 第 2次世界大戦以降の先住民に関する国際的な動き 9)

国連の動き 各国の動き

1948年国連総会世界人権宣言採択

1~57 年 ILO第 107号条約土民（先住民） I先住民運動は 1950年代の米国公民権運動に

及び種族民（部族民）条約の採択 端を発する。

1965年 国連で人種差別撤廃条約の締結

1971年（米） アラスカ先住民権益措置法

(ANCSA) 

1975年（オーストラリア） 人種差別禁止

法の施行

1975年（カナダ）ジェームズ湾・北ケベッ

ク協定

1975年（ニュージーランド）ワイタンギ条

約法

1978年（オーストラリア）多文化主義の消

入宣言

1979年（デンマーク）グリーンランド自治

領になる

1982年 国連で先住民に関する作業部会 I1982年（カナダ） 1982年憲法でインディア

(Working Group on Indigenous Populations: 

WGIP)の設置

1989年 ILO第 169号条約原住民及び種

族民条約の採択

1993年 「世界の先住民の国際年」

1995-2004年 「世界の先住民の国際の 10

年」

ン・イヌィット・メイティを先住民として規

定

1990年（米国）アメリカ先住民族墓地保護

返遠法 (NAGPRA)の制定、 1994年施行

1992年（オーストラリア）アボリジニの先

住権主張を認める最高裁判決

1993年（オーストラリア）先住民権原法

1990年代末にアジアやアフリカの少数者集

団が「先住民」として主張するようになる。

1997年（日本）「北海道旧土人保護法」 (1899

年制定）の廃止と「アイヌ文化振興並びにア

イヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発

に関する法律」（アイヌ文化振興法）の制定
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先住民研究における新たな展開について心一ーカナダの場合を中心に

2000年 国連の経済社会理事会の諮問機関

として「先住民問題に関する常設フォーラ

ム」設置

2005---2014年 「第 2 次•世界の先住民の 12005 年（台湾）原住民族基本法

国際の 10年」

2007年「先住民の権利に関する国連宣言」

の採択

2007年 先住民問題に関する専門家機構 2007年（カナダ）真実と和解委員会の発足

(EMRIP)の設置 2008年（日本）衆参両議院本会議で「アイ

2014年世界先住民族会議の間催 ヌ民族を先住民族とすることを求める決議」

の採択

2016年（カナダ）国連宣言(2007)の国会で

の採択

2019年（日本）「アイヌの人々の誇りが尊重

される社会を実現するための施策の推進に

関する法律」（アイヌ新法）の制定

2021年（カナダ）Bill C-15 国連宣言に関

する法の制定

（注）小坂田 (2017)、窪田幸子・野林原志編 (2009)と西川・渡辺・マコーマック編 (1997)を基に新

梢報を加味して作成。

1) 国連の先住民問題常設フォーラムのファク

中に、新しいアイヌ学を提唱する動きが見ら

れる（例えば、小野 2022;加藤 2021)。

トシートについては、 https://www.un.org/esa/

socdev /unpfi i/documents/5session _ factsheetl. pdf 

を参照されたい。なお、同じ国連の「人種差

別反対」のウェプサイトでは、先住民の総人

口は4億7600万人以上で、 90か国に住んでい

ると記載されている。地球の総人口の6.2%

に相当し、 500以上の独自の集団が存在して

いると言う。この情報については、 https://

www.un.org/ en/fight-raci sm/vul nerable-grou ps/ 

in di gen o us-peop I esを参照されたい。

2) 先住民自身や研究者の一部が、歴史家や文化

人類学者らによる社会外から見た歴史区分や

歴史的枠組を植民地主義的思想の所産である

と批判し、先住民の立場からの歴史的な区分

や編年を提案し、実践し始めている（石原

2021)。また、和人の研究者や社会運動家の

3) J. クリフォードは、 1970年代以降の歴史を脱

植民地化とグローパル化の相互作用と理解し、

西洋の脱中心化が進んだプロセスであると考

えている（クリフォード 2020:6)。

4) アフリカなどの地域では、集団的移住や個人

の移住が歴史的に繰り返し行われてきたため、

重府的歴史を形成してきており、明確な歴史

資料や考古学的資料がない限り、どの集団が

どこの地域の先住民であるか、すなわち特定

の集団の先住性を証明することが非常に困難

であることが多い（宮脇 2008)。

5) カナダ先住民が直面している諸問題の具体例

としては、タガラ (2021,2022)を参照されたい。

6) これまでの文化人類学の流れについては、岸

上 (2017) と岸上編 (2018)を合わせてお読

みいただきたい。
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7) 総合地球環境学研究所の理念や目標につい

ては、ホームページhttps://www.chikyu.ac.jp/

rihn/about/philosophy/ (2022年 9月 1日閲覧）

をご覧いただきたい。

8)通信機器およびインターネット技術の急速な

発展と普及によって新しい人間関係やコミュ

ニティ、新しいバーチャル現象が出現し、そ

れらも文化人類学の研究対象となっている。

また、グローバルなコロナ禍下で、研究者が

ズームやラインなどを利用して調査を行って

おり、文化人類学の調査実践を変えつつある。

9) 先住民運動の国際的な動向については、

Lightfoot (2018) をお読みいただきたい。
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